
第１回　資料７
令和６年７月19日

男女平等推進審議会
第四次男女平等推進計画推進状況調査報告書

事業概要 区分 事業の対象者 主管課 令和５年度事業予定 令和５年度事業実績 評価

生涯学習ス
ポーツ課

武蔵野地域五大学の協力を得て、武蔵
野地域自由大学、武蔵野市寄付講座、
武蔵野地域五大学共同講演会、武蔵野
地域五大学共同教養講座などを開催す
る。

武蔵野地域五大学の協力を得て、自由大学講座２
講座、武蔵野市寄付講座５講座、武蔵野地域五大学
共同講演会６講演会などを実施した。該当する講座
としては、地域自由大学正規科目、成蹊大学におい
て、「人権とジェンダー」「政治とジェンダー」「ジェン
ダーの社会学」「英語圏文化３２３（ジェンダー）」を実
施した。

A

男女平等推進
センター

男女平等推進センターが、男女平等推
進センター企画運営委員会等と協働
し、第四次男女平等推進計画の課題に
沿った講座を企画実施する。

男女平等推進センター企画運営委員会等と協働し
て、講座等を実施し、男女平等意識の啓発を行った
(10企画、参加者延311人、託児延８人)。

B

2
男女共同参画週
間事業の実施

男女平等推進センター企画
運営委員会が中心となり、
関係団体や市民と協働して
男女平等社会実現のため
の週間事業を実施する。

継続 市民
男女平等推進
センター

男女平等推進センター企画運営委員会
が中心となり、企画の公募や団体活動
補助金事業も合わせ、男女共同参画週
間事業を行う。

フォラームを、６～７月に実施した（講演会１回、講座
１回、公募企画２団体、参加者延182人、託児延１
人）。企画・実施は、男女平等推進センター企画運営
委員会が中心となり、関係団体等と協働して実施し
た。

A

3
国際的理解を深め
るための取組

先進諸国の女性の地位向
上に関する取組を周知する
ほか、国際協力活動を行う
団体を支援する。

継続 市民
男女平等推進
センター

男女共同参画フォーラムなどで、先進
諸国等の女性の地位向上に関する取
組みを取り上げ、意識啓発を行う。

男女共同参画フォーラムで先進諸国等の女子の地
位向上に関する取り組みを紹介する団体の展示を
支援し、意識啓発を図った。

B

4
図書館における情
報提供

男女共同参画週間や女性
に対する暴力をなくす運動
に合わせ、図書館で特設
コーナーを設置するなど啓
発に努める。

継続 市民 図書館 前年度と同内容の実施を予定。
11月ミニトピックス「女性に対する暴力をなくす運動」
中央図書館75冊、同じく吉祥寺図書館67冊、武蔵野
プレイス42冊を展示。

A

5
男女平等推進情
報誌「まなこ」の発
行と周知

男女平等の推進を図るた
め、男女平等推進情報誌
「まなこ」を発行するほか、
市報でとりあげるなど広く周
知を図ることにより、認知度
を向上させる。

継続 市民
男女平等推進
センター

第四次男女平等推進計画の課題に
沿ったテーマを取り上げ、「まなこ」を発
行する。また、市報等に掲載を行い、
「まなこ」の認知度を上げる。

117号「アンコンシャス・バイアスって？」、118号「学び
続ける」、119号「メディアリテラシーとジェンダー」を
特集し発行した。発行ごとに市報や市ホームページ
等で広報するとともに、各種パネル展示で「まなこ」を
配架し、認知度を上げる取り組みを行った。

B

基本目標Ⅰ　男女平等の意識を育むまち　（新規：４/継続：11/充実：０/見直し：０）

第四次男女平等推進計画
基本目標

基本施策
施策

事業名

基本施策１　男女平等の意識づくり
（１）男女平等の意識啓発（★）

1

男女平等意識の
醸成のための講
座や研修等の開
催

男女平等意識を醸成する
ため、武蔵野地域自由大学
を中心とした五大学との共
同事業をはじめ、男女平等
推進センターなどの各種講
座を開催する。

継続 市民
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6
男女平等教育の
推進

道徳教育、人権教育を中心
として、子どもたちに対し
て、男女が互いに理解、協
力し、高め合う教育を推進
する。

継続 市民 指導課

人権教育の全体計画及び年間指導計
画に基づき、特別な教科 道徳を含めた
各教科等で、計画的に男女平等教育を
行っていく。

道徳科や学級活動等において、子どもの権利条例
に基づいた人権尊重や男女平等等について取り上
げた授業を各校で推進し、各校の取組を報告書とし
て市立小・中学校で共有した。

B

7
人権教育の充実を
図る研修の実施

教職員に対し、男女平等に
ついての理解を深めるた
め、研修を充実させ、人権
尊重・男女平等教育を推進
する。

継続 市 指導課

市人権教育推進委員会を年間3回開催
し、引き続き、研修を行っていく。児童・
生徒への人権尊重・男女平等教育につ
いての指導の在り方等、市内教員の理
解を深める。

市人権教育推進委員会では、子どもの権利条例や
学校における男女共同参画の推進のための教員研
修プログラム等を紹介し、研鑽を深めた。

B

8
生活指導や進路
指導の充実とキャ
リア教育の推進

個性尊重、男女平等の視
点から生活指導や進路指
導を行うとともに、一人ひと
りの社会的・職業的自立に
向け、必要な基盤となる能
力や態度を育てる。

継続 市民 指導課

進路指導において、個性の尊重や男女
平等の視点を大切にするとともに、人権
課題「女性」等への理解と認識を深める
指導の充実を図る。職業調べや職場体
験学習だけでなく、多様な生き方を主体
的に考えられるよう、キャリア教育を推
進する。

小学校高学年の総合的な学習の時間でキャリア教
育について取り上げ、様々な分野で活躍する職業人
を男女問わず招聘して体験談等を聞いたり、中学校
第２学年で行う職場体験学習で女性が活躍する職
場を訪問したりするなど取り組んだ。

B

9
発達の段階を踏ま
えた性に関する指
導の実施

子どもたちの発達の段階を
踏まえて、学習指導要領に
示された性に関する指導を
行う。

継続 市民 指導課

小学校での保健、中学校での保健分野
などの学習とも関連させて、人権教育
の視点に立った性に関する適正な指導
を行うよう、周知・徹底する。

小学校では、体の発育・発達や思春期の体の変化に
ついて指導し、発育の違いなど肯定的に受け止める
ことの大切さに触れた。中学校では、教科書を活用
し、生殖に関わる機能の成熟について指導した。
また、子どもが性犯罪や性暴力の加害者、被害者、
傍観者にならないよう、「生命の安全教育」を各校の
実態に応じて取り組んだ。

B

10
男女平等推進セン
ター「ヒューマンあ
い」における講座

多様な性に関する講座を開
催し理解促進を図る。

継続 市民
男女平等推進
センター

多様な性に関する講座などを開催し理
解促進を図る。

講座「トランスジェンダー入門」を開催し、トランスジェ
ンダーが直面している課題について身近な事例を交
えて伝えることで市民の多様性に対する意識の裾野
を広げた。（参加26人）

A

11
人権週間における
取組

人権週間に、性の多様性に
関わる講演会や図書展示
等を実施する。

新規 市民
男女平等推進
センター

人権週間に合わせ、性の多様性に関す
る図書展示などを行い、啓発を図る。

人権週間に「人権週間(多様な性)の関連図書展示を
行い、意識啓発を図った(中央図書館・吉祥寺図書
館・武蔵野プレイス)。

A

12
ＬＧＢＴやＳＯＧＩの
理解に向けた取組

多様な性に関する正しい理
解を広めるため、ガイドライ
ンを作成するとともに、理解
促進のための研修等を実
施する。

新規
市/

事業者
等

男女平等推進
センター

作成した「性の多様性理解のための職
員ガイドブック」を活用し、職員の理解促
進を図る。

作成した「性の多様性理解のための職員ガイドブッ
ク」を庁内研修時や庁内掲示板を使用し全庁に周知
した。

A

（１）性の多様性に関する理解の促進(★)

基本施策２　男女平等教育の推進
（１）男女平等の視点に立った学校教育の推進

基本施策３　性の多様性を理解し尊重する意識・体制づくり(新規)
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13
学校教育における
個別的支援

性的マイノリティなどについ
て、児童生徒の人権の尊重
を最大限に考慮し、ニーズ
に基づいた個別対応を行う
とともに、教育相談と連携
し、配慮する。

継続 市民 指導課

引き続き、性同一性障害等に配慮した
適切な指導ができるよう、東京都の人
権教育指導推進委員会での内容や資
料の情報を共有する。また、スクールカ
ウンセラーや市派遣相談員と連携し、
個別的支援の充実を図る。

性的マイノリティに関することも含め、スクールカウン
セラーや市派遣相談員と連携し、個別的支援を行っ
た。市人権教育推進委員会で、人権教育プログラム
に記載されている「性自認」「性的指向」に関する内
容について取り上げ、教員の理解を深めた。

B

14
にじいろ相談の実
施

当事者やその周囲の人々
を対象とした専門相談を実
施する。

新規 市民
男女平等推進
センター

性的指向・性自認に関する相談を実施
する。また、相談実施の広報を行ってい
く。

むさしのにじいろ相談(性自認・性的指向に関する相
談)を実施した。
毎月第２水曜日　午後５時３０分～８時３０分
相談件数　36件(うち面談１件。)
市X（旧ツイッター）で周知を行った。

A

15
パートナーシップ
制度（仮称）の検
討

同性婚等を公的に認める
パートナーシップ制度（仮
称）の導入を検討する。

新規 市民
男女平等推進
センター

パートナーシップ制度利用者が活用で
きる施策等の拡充について調査・検討
する。また、東京都との協定に基づいて
相互の連携を推進する。さらに、広報物
の配布、講座や職員研修を実施する。

パートナーシップ制度利用者が活用できる施策等の
拡充について庁内調査を実施し、新たに対象となっ
た事業を加えて、東京都との協定覚書を更新する準
備を行った。パンフレットを市役所等に配架した。
令和５年度届出件数：９件

A

子ども子育て
支援課

令和４年度の取り組みを継続するととも
に、「むさしのすくすくナビ」や市SNS等
を通じて、子育て世帯向けのワーク・ラ
イフ・バランス関連情報の発信を行う。

令和５年すくすくに、ワーク・ライフ・バランスや男性
の家事・育児参画を推進する東京都の事業「パパと
ママが描くみらい手帳　生活と仕事の調和を目指し
て」、「TEAM家事・育児」を掲載した。また、「パパとマ
マが描くみらい手帳　生活と仕事の調和を目指して」
に関して、「むさしのすくすくナビ」において同様の発
信を行った。

A

男女平等推進
センター

ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、
理解を深めるための講演会や情報提供
などを行う。

情報コーナーの季節がわりのテーマコーナーでワー
ク・ライフ・バランスをテーマに関連図書を展示した。

B

市 人事課
・ワーク・ライフ・バランス実現に向けた
理解を深めるため、研修や休暇制度に
関する情報提供を充実させる。

・「管理職マネジメント力向上研修」兼「公文書管理に
かかる職員研修」（坂東眞理子氏講演）を実施した。
管理職の他に課長補佐・係長級の女性職員も申込
可とし、計80人が参加した。

A

事業者
等

産業振興課
令和5年度策定予定の第三期武蔵野市
産業振興計画において、事業のあり方
などを検討する。

第三期武蔵野市産業振興計画の策定過程におい
て、事業のあり方等を検討し、計画内の施策として位
置付けた。

A

（２）性的マイノリティ等への支援(新規)

基本目標Ⅱ　生活と仕事が両立でき、個性と能力を発揮できるまち　（新規：０/継続：24/充実：10/見直し：１）
基本施策１　ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発

（１）ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた普及・啓発(★)

16

ワーク・ライフ・バ
ランスの推進に向
けた講演会や情報
提供の実施

ワーク・ライフ・バランス実
現に向けた理解を深めるた
め、講演会や情報提供など
を実施する。

継続

市民
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17
ワーク・ライフ・バ
ランスに関する情
報の掲載

男女共同参画情報誌「まな
こ」で、男性の地域参加促
進や女性の就労などワー
ク・ライフ・バランスに関わ
る情報を提供する。

継続 市民
男女平等推進
センター

「まなこ」の編集にあたり、ワークライフ
バランスの記事掲載も含めて検討す
る。

「まなこ」118号で「学び続ける」を特集し、さまざまな
人が仕事と家庭と学ぶことを両立している事例を紹
介した記事を掲載した。

A

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

引き続き地域の取組みや活動の支援を
行うとともに、ニーズを把握して必要な
サポートについて検討していく。

地域の子育てひろばにおいて、父親同士の交流を促
進するとともに、父親が参加しやすいプログラムを設
け、育児へのかかわりや気づきを深めるサポートを
行った。

B

児童青少年課

中学生・高校生リーダー養成講座にお
いて、子どもとの接し方についての講義
や保育体験ボランティアを実施し、男子
生徒の参加を促す。

中学生・高校生リーダー養成講座において、子どもと
の接し方についての講義を配信し、男子生徒の参加
を促した。

A

健康課

・感染予防対策を講じながら、土曜日ク
ラス、平日クラスを実施する。
・引き続き、男性の子育て参加を促進す
るため、父親ハンドブックを母子健康手
帳交付時に配付する。

・男性の子育て参加を促進するために、初妊婦と
パートナーが参加する、こうのとり学級（土曜日クラ
ス、平日クラス）において、父親同士のグループワー
クやひろばへの参加を促した。（父親参加率：土曜日
クラス95.8%、平日クラス67.6%）
・男性の子育て参加を促進するため、母子健康手帳
交付時に父親ハンドブックを配付した。

A

19
家族介護支援事
業の拡充

介護の知識や対応方法が
得られる講座や、相談・情
報交換の機会を提供し、精
神面と介護の負担軽減の
面から家族介護者を支援
する。

継続 市民 高齢者支援課

新型コロナウイルスの感染防止対策の
ため縮小していた講座等について内容
を再検討し、各在宅介護支援センター
やデイサービスセンターで事業を実施
する。事業の見直しに向けて、関係者
へのヒアリングを実施する。

引き続き感染症対策を行いながら講座等を実施し
た。事業の見直しに向けて、各在宅介護支援セン
ターへのヒアリングを実施した。

B

20

男女平等推進情
報誌「まなこ」や男
女平等推進セン
ター「ヒューマンあ
い」を活用した、男
性の地域活動に
関する情報提供と
啓発活動

男女平等推進情報誌「まな
こ」や男女平等推進セン
ター「ヒューマンあい」を通じ
て、男性の育児・介護への
参加呼びかけ、ワーク・ライ
フ・バランスについての情
報提供を行う。

継続 市民
男女平等推進
センター

男性の育児・介護への参加呼びかけや
ワーク・ライフ･バランスについての情報
提供に特化した情報提供コーナーを設
置する。

情報コーナーの季節がわりのテーマコーナーでワー
ク・ライフ・バランスをテーマに関連図書を展示した。

A

（２）男性の子育て、介護、地域活動等への参画促進

18

男性向けワーク
ショップなどの実
施と活動・学習グ
ループ等への支援

男性の子育てを支援する講
座や体験学習を実施し、育
児への参加を促進するとと
もに、自主学習グループの
支援を行う。父親の参加が
促進されるようニーズの把
握を行う。

継続 市民

4
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地域支援課

「お父さんお帰りなさいパーティ」及び
「お父さんお帰りなさいサロン」を会場で
開催し、趣味活動や学習、健康づくり等
を通じたシニア男女の地域デビューの
きっかけづくりを行う（主催：ボランティア
センター武蔵野お父さんお帰りなさい
パーティ実行委員会）。

■お父さんお帰りなさいパーティ
開催日：令和５年６月11日(日)
内容：パネルディスカッション（パネリスト３名）、地域
活動団体紹介展示
参加者合計：70名
■お父さんお帰りなさいサロン
毎月開催（6月、8月除く）
参加者合計：124名（全１０回）

A

高齢者支援課

対面での料理講習会の再開は感染状
況を注視しつつ検討する。引き続きシニ
アのためのレシピ発行、動画掲載等工
夫して実施していく。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、対面で
の料理講習会を中止とし、シニアのためのレシピ（チ
ラシ）の発行、レシピ動画のＨＰ掲載を行った。

B

児童青少年課
市及び各地区委員会から、むさしのジャ
ンボリー等の地域行事への男性の参加
を呼び掛ける。

市及び各地区委員会から、むさしのジャンボリー等
の地域行事への男性の参加を継続的に呼び掛け
た。

A

生涯学習ス
ポーツ課

大人のための生涯学習ガイドをオンラ
イン及び地域別に事業を構成し、
1,700部発行し、市民施設などで配
布、市HP掲載するなど情報提供を行
う。

大人のための生涯学習ガイドを地域別に事業を
構成し、1,700部発行し、市民施設などで配布、市
HP掲載するなど情報提供を行った。

A

22
ＰＴＡ活動への男
性の参加促進

ＰＴＡ活動に男性の参加を
促進するための働きかけに
努める。

継続 市民
生涯学習ス
ポーツ課

各校PTAにおいて活動をできる人がで
きる範囲で参加するということが浸透し
てきた。男性の参加意欲も一定程度あ
るため終了とする。

終了。 A

23

両立支援推進企
業・団体に対する
公契約上の優遇
に関する総合評価
方式の試行実施

工事請負契約の入札にお
いて、総合評価方式を試行
し、男女平等の推進を評価
項目に入れ企業の育児休
業等を促進する。

見直
し

事業者
等

管財課
左記入札の開札を行う。また、今年度
実施する入札においても、総合評価方
式の活用を検討する。

総合評価方式で実施した左記入札案件の開札を行
い、請負業者の決定を行った。

A

産業振興課
令和5年度策定予定の第三期武蔵野市
産業振興計画において、事業のあり方
などを検討する。

第三期武蔵野市産業振興計画の策定過程におい
て、事業のあり方等を検討し、計画内の施策として位
置付けた。

A

男女平等推進
センター

両立支援や女性活躍推進に積極的な
モデルとなる企業の取組み事例の紹介
等を行うよう検討する。

「まなこ」120号の両立支援等に積極的な企業の特集
に向けた検討・取材等を行った。

B

他の事業所が参考になるよ
うな優れた両立支援に関す
る企業活動の取組につい
て、事例紹介や情報発信を
行う。

継続
市民/
事業者

等

男性の地域参加
へのきっかけづくり

「お父さんお帰りなさいパー
ティ」や男性のための料理
教室等、男性の地域参加
のきっかけとなる事業を実
施する。

継続 市民

基本施策２　職場におけるワーク・ライフ・バランスの推進
（１）地域企業等との協働によるワーク・ライフ・バランスの推進

24
両立支援に関する
事例紹介や情報
発信

21
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25
育児・介護休業制
度の企業への普
及の推進

育児・介護休業制度につい
て企業に向けた啓発や働き
かけを行う。

継続
事業者

等
産業振興課

関係機関のチラシ配架・配布、市報や
市ホームページでの情報提供を行う。

関係機関のチラシ等を窓口等で配架・配布したほ
か、必要に応じて市報・ホームページで情報提供を
行った。

A

26
男性の育児休業
等の取得促進

男性の育児参加や育児休
業取得を促進し、男女共に
仕事と育児・介護を両立で
きる環境整備を進める。

継続 市 人事課

・引き続き、『出産子育てハンドブック』を
活用した妊娠・出産・子育てに関する制
度の周知に努める。
・仕事と介護の両立に向け、職員向け
の介護休暇制度説明ガイドの内容充実
を図る。
・仕事復帰に対する不安軽減を目的
に、育児休業中の職員と人事担当者や
子育て中の先輩職員との交流の場とし
て「育児休業取得者等懇談会」を開催
する。男性職員の参加を積極的に促
し、男性の育児参画を推進する。

・育休法改正や妊娠・出産・育児等と仕事の両立支
援の観点から、会計年度任用職員における産前産
後休暇、出産支援休暇、育児参加休暇、病気休暇
（病気休暇については、不妊症・不育症に係る各種
検査・治療又は療養を要件として取得する場合に限
る）を有給とした。
・出産予定報告書を提出した男性職員や入庁３年目
職員の研修時に『出産子育てハンドブック』を活用し
た制度の案内を行った。
・育児支援制度の紹介や、保育園入所後の仕事と育
児の両立に関する悩みを共有し、職員同士で懇談す
る機会を設けること、男性職員の育休取得促進や両
立支援を図ること等を目的に、本人またはパート
ナーが育児休業等を取得予定・取得中の男性職員
20名へ育児休業等取得者懇談会の案内を行い、１
名が参加した。

B

27
タイムマネジメント
力の向上

年次有給休暇の取得や超
過勤務の縮減を促進し、タ
イムマネジメント力の向上
を図る。

継続 市 人事課

・引き続き、職員の積極的な有給取得を
管理職へ呼びかける。
・月45時間を超える所属長に対する通
知及び「超過勤務命令（長時間）対応策
届出書」の取組みを継続する。
・令和4年度に特例業務として承認され
た業務の検証を行う。
・超勤が年360時間を超えた職員の所
属長に対し、人事課長ヒアリングを行
う。

・部署ごとの年休取得状況を管理職へ９月に通知
し、管理職自身及び所属職員の積極的な有給取得
を促した。
・超過勤務時間が月45時間を超える職員の所属長
へ「対応策届出書」の提出を依頼し、各課の超勤状
況や要因等の把握を行った。
・令和４年度に特例業務として承認された業務の検
証を行った

A

28
働き方の見直し促
進

ファミリーデーや育児・介護
経験のある職員を交えた職
員同士の座談会など自身
の働き方を見直す機会を創
出する。

継続 市 人事課

・時差勤務の運用について検討しなが
ら引き続き試行を行う。
・テレワーク（在宅勤務）について、引き
続き、対象を拡大して実証実験を行う。

・10月に「育児休業取得者等懇談会」を開催し、育休
中の職員14名が参加した。
・時差勤務の試行を継続して実施した。テレワークに
ついては、全庁に対象を拡大して実証実験を行っ
た。
・不妊治療と仕事との両立に向け、不妊症・不育症
に係る各種検査、治療又は療養をする場合も病気休
暇として取得可能とした。

B

（２）ワーク・ライフ・バランスのモデル事業所としての市役所の取組

6
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29
子育て支援施設の
整備

孤立しがちな子育て家庭を
支援するため、親子の交流
の機会を提供する施設の
整備を行う。

充実 市/市民

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

令和５年度も運営事業者選定プロポー
ザルを行い、年度内の新規開設を目指
す。事業者の決定に至らなかった場合
は、出張ひろば事業を拡大するなどの
検討を行う。

令和５年度上期運営事業者選定プロポーザルにお
いて、１事業者を決定し、境南町に新規拠点を開設
した。

B

30
子育て支援施設の
サービスの充実

認可保育所における専門
職の活用による相談事業な
どを実施する。

継続 市民 子ども育成課

引き続き、各保育園での子育て支援事
業を実施するとともに、中央高架下公園
を活用したアウトリーチ型子育て支援事
業にも取組む。また、LINEなど新たな広
報手段の活用を検討する。

各保育園での子育て支援事業を実施し、中央高架
下公園等を活用したアウトリーチ型子育て支援事業
も実施した。LINEによる広報により集客力も向上し
た。

A

31
子育て支援団体の
育成支援と連携強
化

子育てひろばのスタッフ研
修やボランティア育成を行
い、施設や団体・関係機関
等のネットワークによる連
携を図る。

充実 市民

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

地域のニーズに応じた様々な子育て支
援の展開を目指し、引き続き情報交換
会やスキルアップ研修等を行う。

地域の子育て支援者の養成講座を行うとともに、地
域全体で研修及び情報交換会を行い、多様な主体
による子育て支援の連携及び充実を図った。

A

32
ファミリー・サポー
ト・センター事業の
実施

育児の援助を受けたい
「ファミリー会員」と、育児の
援助をしてくださる「サポー
ト会員」の、地域の相互援
助活動を支援する。

充実 市民

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

引き続き、安全な援助活動が行われる
ように研修等を行いながら、ニーズに応
じた相互援助活動を行っていく。

地域のニーズに応じた活動を行うため、会員のスキ
ルアップを行うとともに、アウトリーチやオンラインを
活用し、事業広報や相談会等を行った。

A

33
子ども家庭支援セ
ンター事業の機能
の充実

子どもとその家庭に関する
あらゆる相談を受け、子育
てに関する情報提供や支
援を行う。

継続
市民/事
業者等

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

引き続き、子育て世代包括支援セン
ターにおいて定期的に庁内情報交換会
を実施する。

情報交換会を開催し、令和６年度からの児童福祉法
改正に伴う連携体制等について情報共有を図った。

A

34
病児・病後児保育
の拡充

病児・病後児をはじめとす
る様々な保育ニーズへの
対応を推進する。

継続 市民 子ども育成課

引き続き新型コロナウイルス感染症対
策を取りながら、病児病後児保育室で
の預かり保育の実施を支援していくとと
もに、利便性の向上を図るために情報
発信の方法を検討する。

新型コロナウイルス感染症対策を取りながらの病児
病後児保育室での預かり保育の実施を支援した。ま
た、空きやキャンセル待ち情報について、各施設の
システム環境が異なることから、それぞれの施設で
ホームページやX等を利用し、情報を発信した。

A

（１）子育て支援施策の充実（★）
基本施策３　子育て及び介護支援の充実

7
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35
待機児童の解消
に向けた多様な保
育ニーズへの対応

多様な保育ニーズを的確に
捉え、地域性を考慮しなが
ら適所に保育施設を整備す
るなどにより待機児童の解
消を図る。

充実 市民 子ども育成課

　令和２年度より４年連続で待機児童数
ゼロを維持継続する一方で、近年の積
極的な保育所整備等により、認可外保
育施設だけでなく認可保育施設におい
ても定員に余裕が生じ始めている。武
蔵野市の将来人口推計（令和４(2022)
年～令和34(2052)年）において、未就学
児人口が令和15年まで減少傾向の見
込みとなっており、令和５年度以降の開
設に向けた保育所整備については一時
休止とする。ただし、大型マンション建
設等により著しく地域の保育需要が増
加することが見込まれるなど、施設整備
の必要性が生じる場合には、適宜検討
する。
　指導検査については、現在、新型コロ
ナウイルスをはじめとした感染症拡大防
止に配慮しながら実施を継続する手法
として、書面中心の検査を導入している
が、実効性によっては対面・立ち入りに
よる検査の再導入を検討する他、認可
外保育施設への検査実施を拡充する
等、保育の質の維持・向上に関しての
取り組みを進めていく。

　大規模開発行為等による著しい地域の保育需要
増加等は見込まれなかった他、認可外保育施設だ
けでなく、認可保育所においても定員に余裕が生じ
る状況であったため、認証保育所の認可化も含め、
令和５年度開設に向けた保育所整備については一
時休止とした。
　指導検査については、新型コロナウイルスをはじめ
とした感染症拡大防止に配慮した書面中心検査を終
了し、より施設の環境や保育の状態を確認するた
め、対面・立ち入りによる実地検査を再開した。ま
た、預かり保育事業、認可外保育施設等の、特定子
ども・子育て支援施設等への検査実施を開始・拡充
し、保育の質の維持・向上に関しての取り組みを進
めた。

A

36
児童施設の機能
の充実

地域子ども館（あそべえ・学
童クラブ）等で子どもたちが
安全に過ごせるように、環
境や施設の整備により地域
での子育て支援の機能を
充実させる。

継続 市民 児童青少年課

・館長を中心として推進会議の定期的
な実施、各種イベントの運営、学校との
定例ミーティング等を行う。
・アドバイザーを派遣して職員の業務上
の悩みに対応し、職員のスキルアップを
図る。
・学童クラブ保護者アンケートを実施す
るとともに、第三者評価を実施する。
・第二小、大野田小の児童増対策を行
う。

・館長を中心として推進会議の定期的な実施、各種
イベントの運営、学校との定例ミーティング等を行っ
た。
・アドバイザーを派遣して職員の業務上の悩みに対
応し、職員のスキルアップを図った。
・学童クラブ保護者アンケートを実施するとともに、二
小・井之頭・関前南こどもクラブを対象に第三者評価
を実施した。
・第二小、大野田小、境南小、関前南小の児童増対
策を行った。

A

37
産前・産後支援ヘ
ルパー事業の実
施

産前・産後の体調不良等の
ため、家事や育児が困難な
妊産婦のいる家庭にヘル
パーを派遣し、家事援助な
どを行う。

継続 市民

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

利用ニーズをふまえながら今後の事業
のあり方及びサービスの供給方法を検
討する。

支援が必要な方が円滑に利用できるよう、その他の
子育て支援サービスと合わせて周知を行った。

B

8
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38
障害児の放課後
対策の充実

障害児を対象とした放課後
等デイサービス事業所など
の参入を促進して基盤整備
を図る。

充実
事業者

等
障害者福祉課

各事業所の利用状況を確認し、不足す
るサービスについては新規参入を促
す。

新規事業者の開設には至らなかったものの、地域の
支援ニーズ等に関する事業者からの問い合わせ等
に対応し、市の支援策等を周知することで地域の障
害福祉サービスの基盤整備に取り組んだ。

A

地域支援課

・地域包括ケア人材育成センターにお
いて、人材養成事業、研修・相談事業、
就職支援事業、事業者・団体支援事業
の４つの事業を柱に、人材確保・養成事
業を一体的に推進する。

・地域包括ケア人材育成センターにおいて、人材養
成事業、研修・相談事業、就職支援事業、事業者・団
体支援事業の４つの事業を柱に、人材確保・養成事
業を一体的に推進した。
・オンラインを活用し、人材の育成を推進した。

A

高齢者支援課
地域支援課に同じ。
引き続きReスタート支援金を実施してい
く。

地域支援課に同じ。
引き続きReスタート支援金を実施していく。

A

障害者福祉課

障害者分野における専門性のある人材
確保が困難になってきている状況から、
今後も障害者事業所等で働く人のモチ
ベーションを高める取り組みを通じて、
福祉人材の確保を図っていく。

Reスタート支援金を継続して実施したほか、精神保
健福祉研修等、支援者の資質向上を図る研修等を
実施した。

A

地域支援課

引き続き、在宅療養生活を支える医療・
介護・福祉関係者の連携を強化するた
め、「在宅医療・介護連携推進事業」に
おいて、課題解決に向けた取組みを推
進する。

市民セミナーとして在宅医療介護連携をテーマとした
ドキュメンタリー映画の上映とワークショップを行っ
た。

A

高齢者支援課 地域支援課に同じ。 地域支援課に同じ。 A

障害者福祉課
関係機関と密に連携をとり、多様な障害
特性に対応できる地域での介護や医療
との連携を進めていく。

在宅医療・介護連携推進協議会や介護保険関連会
議へ積極的に参加し、障害特性に関する助言や意
見交換を行うことで、関係機関との連携促進を図っ
た。

A

41
介護に関わる相談
体制と情報提供の
充実

サービス相談調整専門員
の一層の活用を図る。認知
症相談や在宅介護・地域包
括支援センター等窓口をさ
らに周知するとともに、24時
間365日の相談体制を継続
していく。

充実 市民 高齢者支援課
引き続き、職能団体に相談体制の周知
をするとともに、在宅介護・地域包括支
援センターと連携を図る。

各種職能団体の連絡会などで、相談体制の案内を
行い、事業所等で判断を迷うことなどの相談を受け
た。

A

（２）介護支援施策の充実

39
介護に関わる人材
の確保と養成

総合的な人材確保・養成機
関である「地域包括ケア人
材育成センター」において、
介護人材・福祉人材の発
掘・養成、質の向上、相談
受付・情報提供、事業所・
団体支援までを一体的に
行っていく。

充実
事業者

等

40

介護保険・医療・
福祉の連携による
介護サービスと生
活支援の充実

介護保険サービス提供事
業者と医療関係者の介護
情報提供の仕組みを充実
し、連携を強化する。

充実
事業者

等

9
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高齢者支援課

認知症サポーター養成講座や介護保
険・福祉サービスの仕組み等を伝える
講座を実施し、就労者に対する情報提
供を図る。特に認知症サポーター養成
講座は休日・夜間帯の開催を継続す
る。

認知症相談や認知症サポーター養成講座を現役世
代が参加しやすい休日や夜間の時間帯に実施した。

B

障害者福祉課
市内事業所の連携を進め、地域生活支
援拠点事業を開始する。

障害者地域生活支援ステーションわくらす武蔵野に
拠点コーディネーターを配置し、地域生活支援拠点
等事業を開始した。

A

43
家族介護支援事
業の拡充（事業19
再掲）

介護の知識や対応方法が
得られる講座や、相談・情
報交換の機会を提供し、精
神面と介護の負担軽減の
面から家族介護者を支援
する。

継続 市民 高齢者支援課

新型コロナウイルスの感染防止対策の
ため縮小していた講座等について内容
を再検討し、各在宅介護支援センター
やデイサービスセンターで事業を実施
する。事業の見直しに向けて、関係者
へのヒアリングを実施する。

引き続き感染症対策を行いながら講座等を実施し
た。事業の見直しに向けて、各在宅介護支援セン
ターへのヒアリングを実施した。

B

44

市役所内の審議
会等における女性
委員の割合の向
上

市が設置する各種委員会
への女性委員の参画を促
進する。

継続 市
男女平等推進
センター

各課宛て事務連絡の発出、庁内推進会
議（幹事会）での協議等を行い女性委
員の参画割合を高める。

各種委員会への女性委員の参画促進について、事
務連絡で各課に依頼するとともに、実態を調査し、庁
内推進会議（幹事会）にて協議を行った。

B

45
市役所の女性管
理職の登用推進

女性職員が管理職を目指
しやすい環境整備を進め、
管理職挑戦への動機付け
となるよう、女性活躍に関
する研修や講演会の実施、
自主研究グループの活動
支援等を行う。

充実 市 人事課

・引き続き情報提供を行うほか、育児と
仕事の両立支援制度の見直し・新設等
を検討する。
・育児休業中職員に対して昇任試験案
内を個別に行う。

・スムーズな育休復帰や休業中の自己啓発を支援し
キャリアロスを防ぐため、産育休中の職員を対象に
庁内報や通信教育の受講案内、復職に向けた手続
きの流れ等の情報提供を行った。
・育休からのスムーズに復職することを目的に、希望
する育休復帰予定者にテレワーク端末を貸与した。
・育児休業取得者にも昇任試験の受験機会を提供
するため、育休取得者や取得予定者に対して試験実
施に関する個別の案内を行った。

A

46
女性教員の管理
職試験受験の推
奨

女性教員の管理職選考の
受験を推奨する。

継続 市 指導課
教職員の配置は東京都教育委員会が
行うが、市としては、引き続き、女性教
職員の管理職選考の受験を奨励する。

令和５年度の女性の校長・副校長の割合は、37名中
10名で27.0％である。令和６年度の割合は、36名中８
名で22.0％である。

B

基本施策４　あらゆる分野における女性の活躍の推進
（１）政策・方針決定の場への女性の参画の促進(★)

42

ダブルケア・トリプ
ルケアへの支援や
介護離職防止の
ための取組の検討

子と親、子と自分の親と配
偶者の親など、複数の家族
に対する介護や育児の担
い手を支えるための取組を
検討する。

継続 市民
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産業振興課

東京しごとセンター多摩及びハローワー
ク・三鷹市等との共催で託児付きのセミ
ナー及び面接会を開催し、また、関係機
関による専門家の支援の情報を提供し
ていく。

東京しごとセンター多摩及びハローワーク・三鷹市等
との共催で託児付きのセミナー及び面接会を開催し
た。

A

男女平等推進
センター

情報の収集・提供に努め、就職情報や
セミナー等の情報提供を行う。

ハローワークや都しごとセンターが実施する再就職
講座などのチラシをセンターに配架した。

B

産業振興課

就労支援のための情報提供や、創業に
ついては「むさしの創業・事業承継サ
ポートネット」において個別相談を行い、
市の制度融資あっせんを行う。

就労支援のための情報提供や、創業については「む
さしの創業・事業承継サポートネット」において個別
相談を行い、融資希望者に対しては、市の制度融資
あっせんを行った。

A

市民活動推進
課

「武蔵野市特定非営利活動法人補助金
交付要綱」に基づき市内NPOの申請す
る公益活動を審査し補助金を交付す
る。
「武蔵野市クラウドファンディング活用促
進事業補助金交付要綱」に基づき、審
査を実施し、補助金を交付するととも
に、クラウドファンディングに関する市民
向けの講座等を実施する。
フェイスブック「武蔵野市市民活動かわ
ら版」の効率的な活用等、市民活動に
関する情報提供のあり方について検討
する。

特定非営利活動法人補助金は、申請12団体に交付
決定をした。交付決定した事業について、フェイス
ブック「武蔵野市市民活動かわら版」で広報を支援し
た。
クラウドファンディング活用促進事業補助金は、申請
１団体に交付決定した。クラウドファンディング活用
促進事業補助金の活用促進を図るため、市民向け
の資金調達講座を開催した。

A

地域支援課

・地域包括ケア人材育成センターにお
いて、人材養成事業、研修・相談事業、
就職支援事業、事業者・団体支援事業
の４つの事業を柱に、人材確保・養成事
業を一体的に推進する。
・同センターのホームページにおいて、
事業者の求人情報を掲載し提供する。

・地域包括ケア人材育成センターにおいて、人材養
成事業、研修・相談事業、就職支援事業、事業者・団
体支援事業の４つの事業を柱に、人材確保・養成事
業を一体的に推進した。
・同センターのホームページにおいて、事業者の求
人情報を掲載・提供したほか、求人広告を掲載した
「武蔵野市介護・福祉事業所一覧」を作成・配布し
た。

A

市民

48

地域に根ざした起
業・就労・地域支
援に関する情報の
提供や育成支援

起業や就労支援のため地
元企業やＮＰＯ等による市
民活動についての情報提
供や融資あっせん、事業費
助成などの育成支援を行
う。総合的な人材確保・養
成機関である「地域包括ケ
ア人材育成センター」にお
いて、介護サービス事業者
及び障害福祉サービス事
業者の求人情報を提供す
る。

継続
市民/事
業者等

（２）女性の再就職支援・起業支援

47

就職・再就職に関
する情報収集・提
供やキャリア形成
支援

女性の就職や再就職につ
いて支援講座を実施する。
また、ハローワーク・東京し
ごとセンターと連携し、就職
情報の提供や相談会の開
催を検討する。

継続

11
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49
地域リーダーの育
成

地域福祉活動のリーダー養
成を行う武蔵野市民社会福
祉協議会の活動を支援す
るとともに、参加促進のた
めの情報提供を行う。

継続 市民 地域支援課

地域福祉ファシリテーター養成講座や
地域社協運営委員研修等において、活
動者の支援を行う。また、市内の地域
活動の概要を説明する「武蔵野地域活
動はじめてセミナー」を市民向けに年４
回実施予定。
地域福祉ファシリテーター養成講座は
小金井市、三鷹市、調布市、ルーテル
学院大学と共同実施予定。

地域福祉ファシリテーター養成講座や地域社協運営
委員研修等において、活動者の支援を行った。ま
た、市内の地域活動の概要を説明する「武蔵野地域
活動はじめてセミナー」を市民向けに年４回実施し
た。
地域福祉ファシリテーター養成講座は小金井市、三
鷹市、調布市、ルーテル学院大学と共同実施した。
（武蔵野市修了生：３名）

A

50
地域防災への女
性の参画

避難所の運営等における
男女平等の推進を図るた
め、女性の視点を取り入れ
た避難所運営手引きの作
成や訓練を実施する。

充実 市民 防災課

引き続き、子どもを持つ女性向けの防
災講習等、各種訓練やイベントでの啓
発活動を通じて、避難所運営や地域防
災への女性参画を促進していく。
女性の視点を取り入れた避難所運営の
手引き（平成30年12月改訂）を周知し、
避難所運営等における男女平等を推進
する。

能登半島地震をはじめ、全国各地での地震発生によ
る防災意識の高まりから、防災講話や防災訓練の回
数が増え、災害時の女性の視点を盛り込んだ講話を
実施した。
避難所運営の手引きについても、昨年度に引き続き
避難所運営組織への周知を会議や訓練の際に行っ
た。

B

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

引き続き、関係課と連携して暴力の早
期発見と未然防止に努める。

関係課と連携して、暴力の早期発見と未然防止に努
めた。

A

健康課

・こんにちは赤ちゃん訪問について、引
き続き感染予防対策を講じて継続的に
実施し、乳児家庭の状況把握を行う。
・引き続き各乳幼児健康診査や、訪問
等の相談事業から、家族の相談に対応
する。

・こんにちは赤ちゃん訪問について、感染予防対策を
講じて継続的に実施し、乳児家庭の状況把握を行っ
た。
・各乳幼児健康診査や、訪問等の相談事業から、家
族の相談に対応した。

A

52
若年世代への意
識啓発

センター企画運営委員会と
連携し、市内の学校の協力
を得て「デートＤＶ防止」を
テーマに出前講座を実施す
る。

継続 市民
男女平等推進
センター

男女平等推進センター企画運営委員会
と連携し、引き続き、市内大学や高校等
の協力を得て「デートＤＶ」をテーマに出
前講座を実施する。成人式などでデート
ＤＶカードを配布し、啓発を行う。

市民協働により、デートＤＶに関する公開出前講座を
オンラインで開催した（市参加者２人）。
デートＤＶカードを改訂し、男性相談に関する記載を
充実させた。また同カードを成人式で配布し、啓発を
行った。

A

基本目標Ⅲ　人権を尊重し、あらゆる暴力を許さないまち （新規：１/継続：39/充実：２/見直し：１）
基本施策１　配偶者等からの暴力の未然防止と被害者支援【武蔵野市第二次配偶者暴力対策基本計画】

（１）暴力の未然防止と早期発見（★）

51
配偶者等からの暴
力の早期発見と発
生防止

妊娠届時の面接や子ども
家庭相談などを通して配偶
者等からの暴力の早期発
見と発生防止に努める。

充実 市民

（３）女性の地域活動・防災活動への参画促進

12
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53
「女性に対する暴
力をなくす運動」の
実施

市民団体と連携し、「女性
に対する暴力をなくす運動」
に合わせ、パネル展示や講
座を実施する。

継続 市民
男女平等推進
センター

「女性に対する暴力をなくす運動」期間
にパネル展示や関連講座等を実施す
る。

「女性に対する暴力をなくす運動」期間に、市民会館
にてパネル展示を行うとともに、啓発講座等を実施し
た。また、中央図書館・武蔵野プレイス・吉祥寺図書
館において関連図書展示を行った。

B

54
男女平等推進情
報誌「まなこ」にお
ける広報

男女平等推進情報誌「まな
こ」において、ＤＶ防止啓発
を継続して行う。

継続 市民
男女平等推進
センター

「まなこ」で相談窓口等の広報を行う。
「まなこ」毎号で、女性総合相談、女性法律相談、に
じいろ相談(性自認・性的指向に関する相談)の相談
窓口を広報した。

A

55
女性総合相談窓
口の実施

健康、法律、家庭相談等の
担当部署との連携を強化し
て問題の迅速な解決を図
る。利用しやすい総合相談
窓口機能を整備する。

継続 市民
男女平等推進
センター

女性総合相談・女性法律相談を実施
し、相談カードを配架するなど、利用し
やすい総合相談窓口機能を整備する。

女性総合相談：毎月第１土曜13時～15時50分、第２
金曜18時～20時50分、第３月曜14時～15時50分、第
４火曜９時～11時50分（60件）。
女性法律相談：毎月第１土曜９時～11時50分(18
件)。
公共施設や各種展示等の場に相談カードを配架し
周知を行った。

A

男女平等推進
センター

子ども家庭支援センターとの円滑な情
報共有を図る。また、高齢者や障害の
ある被害者の対応については、関係課
と調整・連携のうえ、支援を行う。

子ども家庭支援センターの担当職員や相談員と情報
共有を行った。
必要に応じて関係課と連携し、相談対応を行った。

B

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

引き続き、女性総合相談担当とひとり親
家庭相談担当で定期的に情報や支援
方法の共有を行う。庁内連携会議を通
じて各課担当者の理解を深めるととも
に、高齢者や障害のある被害者の対応
については、関係課と調整・連携のう
え、支援を行う。

・適宜女性総合相談担当とひとり親支援担当で情報
共有等を行った。
・令和５年10月27日に実務担当者会議、令和６年３
月21日に庁内連絡会議を開催し、情報共有及び研
修を行った。
・高齢者や障害のある被害者については、その都度
関係課と相談・連携し支援を行った。

A

57
配偶者暴力に関す
る外国人相談者の
情報保障

外国人相談者への対応とし
て、東京都や武蔵野市国際
交流協会など他機関との連
携によりできるだけ母国語
通訳の確保を目指す。

継続 市民

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

様々な言語に柔軟に対応できるよう、通
訳の手段を確保する。

・多文化共生・交流課にて実施している翻訳機の貸
出し等利用し、できる限り相談者が母国語で相談で
きるよう支援をしている。

A

男女平等推進
センター

公共施設や民間施設の女性トイレに、
作成した相談カードの配架を行う。また
市HPや市報等での広報に加え、講座等
で相談カードの配布をするなど、相談窓
口の周知を図る。

市役所や市政センター、コミュニティセンター等で相
談カードを配架し、周知を行った。
また、市ＨＰや市報等で広報を行うとともに、講座等
において相談カードを配布し、周知を図った。

B

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

引き続き市ホームページ等で相談窓口
を周知する。

・市ホームページ等で相談窓口を周知した。 A

58
配偶者暴力に関す
る相談窓口の周知

配偶者暴力被害者の早期
相談を促すため、「女性相
談カード」を市内公共施設
等のトイレに貼付・配布し、
相談窓口等を周知する。幅
広い相談につなげるため、
医療・民生委員など関係機
関への窓口等の周知を図
る。

継続 市民

（２）相談事業の充実（★）

56
配偶者暴力に関す
る相談体制の整備

ひとり親家庭相談と女性総
合相談窓口相互の円滑な
連携を図るため、つなぎ方
や相談の流れなどの情報
共有等を行い、関係部署間
の連携を図る。高齢者や障
害のある被害者の対応に
ついては、関係課と調整・
連携の上、支援を行う。

継続 市
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59
男性のための相談
に関する情報提供

男性からの家庭や夫婦関
係に関する相談等について
は東京ウィメンズプラザ等
の適切な相談窓口の情報
提供を行う。

継続 市民
男女平等推進
センター

男性からの家庭や夫婦関係に関する相
談等について、東京ウィメンズプラザ等
の適切な相談窓口の情報提供を行う。

男性のための悩み相談を実施している東京都ウィメ
ンズプラザの案内を配架する等、情報提供を行っ
た。

B

60
相談事業の成果を
他の事業へ生か
す体制づくり

相談によって表面化する問
題点を全庁的な問題として
取り上げ、関係部課の取組
を推進する。

継続 市
男女平等推進
センター

関係課や機関への情報提供等を行うと
ともに連携を図る。

男女平等推進センターと子ども家庭支援センターの
担当職員や相談員を交え、女性総合相談や女性法
律相談の実施状況に関する情報共有を行った。

A

61
被害者の安全の
確保

迅速な対応が必要な場合
は、東京都や警察等と連携
し、一時保護するなど子ど
もも含めて被害者の安全確
保を図る。

継続 市民

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

引き続き、東京都や警察等と連携し、被
害者の安全を確保する。

・緊急時には東京都や警察等と連携し、被害者とそ
の家族の安全を確保した。

A

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

引き続き、配偶者等暴力被害者支援庁
内連絡会議等で、情報共有、課題整理
を行っていくとともに緊急を要する事例
については個別に対応する。

・令和５年10月27日に実務担当者会議、令和６年３
月21日に庁内連絡会議を開催し、情報共有及び情
報漏洩の防止に係る内容を含めた研修を行った。

A

情報政策課

引き続き住民情報系システムにおいて
DV被害者情報を共有する。また、今年
度新たに住民情報系システムを使用す
ることになった職員を対象にしたセキュ
リティ研修を実施し、住民情報系システ
ムを使用する全員に対しても研修資料
を送付し、周知する。

住民情報系システムにおいてDV被害者情報を共有
した。また、今年度新たに住民情報系システムを使
用することになった職員を対象としてセキュリティ研
修を実施し、住民情報系システムを使用する全員に
対しても研修資料を送付し、周知を行った。

A

63
庁内ネットワーク
による被害者への
円滑な支援

被害者の庁内各課での手
続きを円滑に支援するた
め、定期的に庁内連絡会を
開催し、情報共有を図る。

継続 市

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

引き続き、配偶者等暴力被害者支援庁
内連絡会議等で、情報共有、課題整理
を行っていく。

・令和５年10月27日に実務担当者会議、令和６年３
月21日に庁内連絡会議を開催し、情報共有及び情
報漏洩の防止に係る内容を含めた研修を行った。

A

64
被害者の立場に
立った支援

被害者の精神状態等の安
定や二次被害の防止を図
るため、相談員による同行
支援等を通じ一貫した支援
を引き続き行う。

継続 市

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

相談員による同行支援等を通じ、一貫
した支援を引き続き行う。

・相談員による同行支援等を通じ、一貫した支援を
行った。

A

（３）安全の確保

（４）自立支援

62
被害者情報の保
護

配偶者暴力被害者の安全
を図るため、住民情報系シ
ステムにより、関係各課で
情報共有し、加害者への情
報の漏えいがないよう徹底
した管理を行うとともに、引
き続き、被害者保護の視点
から職員研修を継続的に行
う。

継続 市
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男女平等推進
センター

女性総合相談・女性法律相談を実施
し、必要に応じて関係部署と連携を図っ
ていく。

女性総合相談のなかで、必要に応じて庁内の相談
先や支援機関を紹介するほか、関係部署に情報提
供を行った。

B

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

引き続き、必要に応じて医療機関等へ
の連携を図る。

・相談者が安定した生活を送れるように医療機関等
と連携して、受診等に係る支援を行った。

A

男女平等推進
センター

女性総合相談・女性法律相談を実施
し、必要に応じて関係部署と連携を図っ
ていく。

女性総合相談のなかで、必要に応じて庁内の相談
先や支援機関を紹介するほか、関係部署に情報提
供を行った。

B

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

関係機関と連携し、引き続き保護者へ
の注意喚起と相談、子どもに対する継
続的な心理的援助を行う。

関係機関と連携し、保護者への注意喚起と相談、子
どもに対する継続的な心理的援助を行った。

A

教育支援課 引き続き教育相談を実施する。
教育相談の中で必要に応じて支援機関を紹介する
ほか、関係部署に情報提供を行った。

A

67

配偶者暴力被害
者支援のための庁
内ネットワークの
充実

武蔵野市配偶者等暴力被
害者支援庁内連絡会が、
被害者支援のネットワーク
として機能するよう、情報共
有、研修、マニュアルの随
時見直しなどを、引き続き
行っていく。

継続 市

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

引き続き、配偶者等暴力被害者支援庁
内連絡会議等で情報共有、課題整理を
行っていく。

・令和５年10月27日に実務担当者会議、令和６年３
月21日に庁内連絡会議を開催し、情報共有及び情
報漏洩の防止に係る内容を含めた研修を行った。

A

68 東京都等との連携

東京都が行う近隣４市と管
内警察との関係機関連絡
会や相談員連絡会等にお
いて、関係機関との情報交
換や連携を図る。

継続 市

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

引き続き、関係機関連絡会や相談員連
絡会等において、関係機関との情報交
換や連携を図る。

東京都が行う業務連絡会等に相談員が出席し、関
係機関との情報交換や連携を図った。

A

（５）推進体制の整備

65
被害者へのカウン
セリングの検討

配偶者暴力被害を含めた
女性相談において、医療機
関や関係機関との連携を
深め、必要に応じてカウン
セリングなどのメンタルケア
を行う体制を検討する。

継続 市/市民

66
子どもに対する心
理的援助

配偶者暴力が行われてい
る家庭の子どもに対して、
子ども家庭支援センター、
学校、教育支援センター、
保育園等関係機関と連携し
子どもに対する継続的な心
理的援助を行う。

継続 市/市民
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69
外部の関係機関と
の連携

被害者への迅速な対応を
図るため、外部関係機関と
庁内各課との連携体制を
検討する。

見直
し

市
男女平等推進
センター

子ども家庭支援センターとの連携や情
報共有に努める。

緊急性のある事案に関しては、外部関係機関と連携
している子ども家庭支援センターにつなぐこととして
おり、子ども家庭支援センターと情報共有を図った。

B

市民活動推進
課

多摩東人権擁護委員協議会の研修（年
３回）に職員を派遣するほか、可能な範
囲で、東京都等の関係機関が主催する
人権研修に職員を派遣し情報収集を行
うとともに、職員のスキル向上を図って
いく。

多摩東人権擁護委員協議会や東京都等の関係機関
が主催する人権研修に職員を派遣し情報収集と職
員のスキル向上を図った。

A

男女平等推進
センター

相談に関する理解を深めるため、東京
都主催の相談員向けの研修に職員を
派遣する。

相談の委託先事業者へ研修の情報提供を行った。 B

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

引き続き、関係機関連絡会や相談員連
絡会等において、関係機関との情報交
換や連携を図る。

・東京都等が実施する研修に相談員が参加した。
・令和５年10月27日に実務担当者会議、令和６年３
月21日に庁内連絡会(書面開催)を実施し、情報共有
及び研修を行った。

A

71
相談担当職員の
研修の充実

相談窓口等の相談員は他
機関で実施する研修会等
に積極的に参加し、継続的
に支援スキルの向上を目
指す。

継続 市

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

引き続き相談窓口の相談員は他機関で
実施する研修会等に積極的に参加し、
継続的に支援スキルの向上を目指す。

・東京都等が実施する研修に相談員が参加し、支援
スキルの向上を図った。

A

男女平等推進
センター

引き続き、配偶者暴力相談支援セン
ター機能の充実を進める。

女性総合相談、女性法律相談を実施するとともに、
「女性に対する暴力をなくす運動」期間に合わせ、啓
発講座、ＤＶ防止パネル展、市立図書館で関連図書
展示を行うなど、配偶者暴力防止に関する取組みを
行った。

B

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

引き続き、一時保護に係る支援等配偶
者暴力相談支援センターに準じた機能
の充実を進める。

・暴力被害者の自立を促進するための支援を行い、
緊急時には各機関と連携して一時保護をする等安
全の確保に努めた。

A

70
相談関係職員研
修の充実

人権尊重及び男女平等推
進の視点に立った相談を行
うため、啓発や研修を行う。

継続 市

72
配偶者暴力相談
支援センターの機
能充実

配偶者からの暴力防止及
び被害者の保護等に関す
る法律に基づく、配偶者暴
力相談支援センターの機能
の充実について検討する。

継続 市
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73

性に関するハラス
メントやストー
カー、性暴力等の
防止のための啓発

様々な機会を通して、事業
者や市民に対して性に関す
るハラスメントやストーカー
行為、性暴力等の防止につ
いての啓発活動を行う。

継続 市民
男女平等推進
センター

「女性に対する暴力をなくす運動」期間
に合わせ関連図書展示・パネルを行う。
また、男女平等推進センターでセクハラ
やストーカー行為、性暴力等に関する
啓発活動を行う。

「女性に対する暴力をなくす運動」期間に合わせ、女
性への暴力防止をテーマにした図書展示やＤＶ防止
パネル展示を行った。また、市ＨＰでＤＶ相談窓口を
掲載するなど、周知啓発を行った。

B

74
ストーカー行為等
の被害者に対する
支援

ストーカー行為等の規制に
関する法律の一部改正に
基づき、ストーカー行為等
の被害者に対する支援に
努める。

継続 市/市民

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

引き続き、職務関係者は研修に参加
し、被害者に対する支援を行う。

・東京都が実施する研修に相談員が参加した。
・警察と連携して被害者支援を行った。

A

75

「女性に対する暴
力をなくす運動」の
実施（事業53再
掲）

市民団体と連携し、「女性
に対する暴力をなくす運動」
に合わせ、パネル展示や講
座を実施する。

継続 市民
男女平等推進
センター

「女性に対する暴力をなくす運動」期間
にパネル展示や関連講座等を実施す
る。

「女性に対する暴力をなくす運動」期間に、市民会館
にてパネル展示を行うとともに、啓発講座等を実施し
た。また、中央図書館・武蔵野プレイス・吉祥寺図書
館において関連図書展示を行った。

B

76
女性相談窓口の
実施（事業55再
掲）

健康、法律、家庭相談等の
担当部署との連携を強化し
て問題の迅速な解決を図
る。利用しやすい総合相談
窓口機能を整備する。

継続 市民
男女平等推進
センター

女性総合相談・女性法律相談を実施
し、相談カードを配架するなど、利用し
やすい総合相談窓口機能を整備する。

女性総合相談：毎月第１土曜13時～15時50分、第２
金曜18時～20時50分、第３月曜14時～15時50分、第
４火曜９時～11時50分（60件）。
女性法律相談：毎月第１土曜９時～11時50分(18
件)。
各種展示等の機会に相談カードを配架し周知を行っ
た。

A

77
図書館における情
報提供（事業４再
掲）

男女共同参画週間や女性
に対する暴力をなくす運動
に合わせ、図書館で特設
コーナーを設置するなど啓
発に努める。

継続 市民 図書館 前年度と同内容の実施を予定。
11月ミニトピックス「女性に対する暴力をなくす運動」
中央図書館75冊、同じく吉祥寺図書館67冊、武蔵野
プレイス42冊を展示。

A

基本施策２　性に関するハラスメントやストーカー等への対策
（１）　性に関するハラスメントやストーカー等への対策

17



第１回　資料７
令和６年７月19日

男女平等推進審議会
第四次男女平等推進計画推進状況調査報告書

78
ひとり親家庭の自
立促進計画の見
直し

ひとり親家庭へ効果的な支
援を行うため、第五次子ど
もプラン武蔵野の策定時に
計画の見直しを行う。

継続 市

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

計画に基づき、引き続き体系的な支援
を行う。

・計画に基づき、体系的に相談・支援を行った。 A

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

引き続き、各種の手当、助成、各種福祉
資金の貸付により経済的な支援を行う。

・児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭等医
療費助成、ひとり親家庭等住宅費助成等による支援
を実施した。
・必要な世帯に各種福祉資金の貸付を行った。

A

教育支援課 引き続き支給事業を実施する。 引き続き支給事業を実施する。 A

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

引き続き、職業訓練や求職活動時・就
業時のホームヘルプサービスの提供等
を行いながら、総合的に自立支援を行
う。

・各世帯の状況に合わせ、資格取得に向けた職業訓
練やホームヘルプサービスの提供等の支援を行っ
た。

A

生活福祉課

引き続き、生活福祉課が生活困窮世帯
の初回の相談支援を行った後、生活保
護には該当しないが、就労や債務整理
等、支援が必要な世帯に対し、自立相
談支援機関（武蔵野市福祉公社）につ
なぎ、抱えている問題を整理し、自立に
向けた計画的・継続的な相談支援を行
う。

自立相談支援機関（武蔵野市福祉公社）では、延べ
2,399件（来所313件、訪問159件、電話1,448件、メー
ル479件）の相談支援実績があった。

A

81
自主グループの支
援

ひとり親家庭の自立支援や
孤立化防止のために相談
や講座を通じて自主グルー
プ支援などを検討する。

継続 市民
男女平等推進
センター

ひとり親家庭に対する相談や講座等を
実施するなど、ひとり親家庭への支援を
行う。

女性総合相談・女性法律相談を実施し、ひとり親家
庭を含めて相談支援を行なう体制を整えたほか、子
ども家庭支援センター主催の「離婚に関する無料法
律相談会」への実施協力などを通して、ひとり親家庭
への支援を行った。

B

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

新たに参加者を募集をし、家庭訪問に
よる学習・生活支援を行う。

・家庭訪問による学習・生活支援事業を実施した。 A

生活福祉課
引き続き、サポート型及び教室型の学
習支援事業により生活困窮者への学習
支援を行う。

サポート型は２教室で延べ626回実施、教室型は３教
室で延べ985回の学習支援を実施した。

A

継続 市民

80
ひとり親家庭等へ
の自立支援

職業訓練、求職支援、就業
時のホームヘルプの提供な
ど就労の支援を行う。また、
生活困窮世帯の自立支援
のため、伴走型の相談支援
を行う。

継続 市民

82
ひとり親家庭等の
子どもへの学習・
生活支援

家庭訪問による学習・生活
支援及び補習教室での学
習支援を行う。

新規 市民

基本施策３　特に困難な状況にある人への支援
（１）ひとり親家庭等への支援（★）

79
ひとり親家庭への
経済的支援

各種の手当、助成、福祉資
金の貸付、就学援助により
経済的な支援を行う。
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83
ひとり親家庭の自
立に向けた就業支
援

ひとり親家庭の親が、継続
的、安定的に就業できるよ
うに、きめ細かい就労支援
を行う。

継続 市民

子ども子育て
支援課(子ども
家庭支援セン
ター)

ハローワーク等関係機関と連携して、き
め細やかな就労支援を行う。

・就職活動や資格取得を希望する方について自立支
援プログラムを作成し、ハローワーク等関係機関と
連携して支援を行った。

A

地域支援課
「武蔵野市孤立防止ネットワーク連絡会
議」（年２回）を開催し、情報・意見交換
等を継続し、連携強化を図る。

「武蔵野市見守り・孤立防止ネットワーク連絡会議」
（年２回開催）において、消費者被害についても情報
交換を行った。
　　第1回　令和５年８月８日
　　第2回　令和５年12月12日

A

障害者福祉課
関係機関と連携、協力を図りながら、孤
立防止に向けた取組みを進めていく。

「武蔵野市見守り・孤立防止ネットワーク連絡協議
会」に参加し、関係機関と孤立防止に向けた情報交
換、情報共有を図った。

A

高齢者支援課

引き続き居宅介護支援事業所や介護
サービス事業者に高齢者虐待防止に関
する情報提供をおこない、指導監査の
際に適切に執り行われているか確認し
ていく。

各居宅介護支援事業所や介護サービス提供事業所
において、高齢者虐待防止研修を開催し、必要な情
報を提供した。制度改正によい高齢者虐待防止措置
が義務化されたため、制度説明会において、再度の
高齢者虐待防止について周知をおこなった。

A

障害者福祉課
関係機関と連携、協力を図りながら、障
害者虐待の防止に向けた取組みを進め
ていく。

「高齢者及び障害者虐待防止連絡会議」を２回開催
し、虐待に関する情報提供と課題の共有を図った。

A

継続
市民/事
業者等

（２）高齢者・障害者の方への支援

84

「見守り・孤立防止
ネットワーク」によ
る安否確認体制の

充実

継続
市民/事
業者等

85 虐待防止の推進

虐待の早期発見及び適切
な援助を行うために、高齢
者及び障害者虐待防止連
絡会議の開催、介護サービ
ス事業者及びケアマネ
ジャーに対する虐待に関す
る研修等を実施する。

「武蔵野市見守り・孤立防
止ネットワーク」参加団体に
よる、それぞれの通常業務
の中での異変の発見・速や
かな通報・相談窓口の周知
の取組を進めるとともに、ひ
とり暮らし高齢者の増加等
の課題に対応するため、連
携強化を図る。
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産業振興課

消費生活相談、出前講座、リーフレット
配布、関東バス車内でのポスター掲
示、むさしのFMによる啓発放送、市報
での啓発記事掲載、市ホームページで
の情報提供に加え、関東バス車内でビ
ジョン広告を放映する。

消費生活相談、出前講座、リーフレット配布、関東バ
ス車内でのポスター掲示、むさしのFMによる啓発放
送、市報での啓発記事掲載、市ホームページでの情
報提供に加え、関東バス車内でビジョン広告を放映
した。

A

高齢者支援課

「武蔵野市孤立防止ネットワーク連絡会
議」（年２回開催）において、消費者被害
等について情報交換を行う。
在宅介護・地域包括支援センター長会
議に、隔月で消費生活センターが参加
し、福祉公社、社協、地域支援課、障害
者福祉課、生活福祉課等と消費者被害
について情報共有を行う。
今年度も「安心安全ニュース」を隔月で
発行、出前講座等を行い今年度も同様
に実施し、見守り、注意喚起を促してい
く。

「武蔵野市孤立防止ネットワーク連絡会議」（年２回
開催）において、消費者被害についても情報交換を
行った。
　　第１回　令和５年８月８日
　　第２回　令和５年12月12日
令和４年８月から、在宅介護・地域包括支援センター
長会議に、２～３か月に１回消費生活センターが参
加し、消費者被害の事例共有等を行った。
偶数月に「武蔵野安心・安全ニュース」を発行し関係
機関団体への周知を行った。

B

障害者福祉課
関係機関と連携、協力を図りながら、消
費者被害に関する注意喚起や案内等
の取組みを進めていく。

障害のある方に向けて発行している広報紙「つなが
り」において、消費生活トラブルに関する注意喚起記
事を掲載した。

A

安全対策課

引き続き、特殊詐欺対策として、自動通
話録音機を購入し、市民への無償貸出
しを行う。また、各種啓発活動のほか、
アポ電があった際には該当地域にホワ
イトイーグルを機動的に配置する等、被
害防止のための対策を実施する。

特殊詐欺対策として、250台購入し、市民への無償
貸与を行った。また、市報での啓発活動のほか、ア
ポ電があった際には該当地域にホワイトイーグルを
機動的に配置する等、被害防止のための対策を実
施した。

A

87
心のバリアフリー
の推進

共生社会の実現に向けて、
地域において障害を正しく
理解するための体系的な
講習会を実施する。

継続
市民/事
業者等

障害者福祉課
関係機関への心のバリアフリーハンド
ブック改訂版と出前講座についての周
知を図っていく。

改訂した心のバリアフリーハンドブックを活用した出
前講座等を実施し、「地域共生社会」と「心のバリアフ
リー」について周知啓発を図った。

A

88
乳がん・子宮頸が
ん検診のあり方の
検討と受診率向上

国の指針に基づき、精度の
高い検診を実施し、新規受
診者への啓発と受診率向
上を目指す。また、乳がん
自己検診法の普及につい
て、乳幼児健診や女性対象
の予防教室等で啓発を行
う。

継続 市民 健康課

令和４年度に引き続き、対象者全員に
乳がん検診受診券シール及び子宮が
ん検診票を一斉送付する。女性のため
の３がんセット検診を託児付きで９回、
託児なしで５回実施する。

令和４年度に引き続き、対象者全員に乳がん検診受
診券シール及び子宮がん検診票を一斉送付した。女
性のための３がんセット検診を託児付きで９回、託児
なしで５回実施した。

A

基本施策４　女性の生涯にわたる健康施策の推進
（１）各種健康診断の充実

86
消費者被害の防
止対策の推進

消費生活センター・安全対
策課・高齢者支援課・障害
者福祉課等の連携により、
消費者被害の対象となりや
すい高齢者や障害者への
注意喚起や消費生活相
談、在宅介護・地域包括支
援センター、地域活動支援
センター等での出前講座や
消費生活展等での啓発を
行う。

継続 市民
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89
母体ケアに関する
事業の実施

妊娠期から産後までの継続
した支援を目的に、母子保
健事業「ゆりかごむさしの」
を実施。各事業を通じて母
体の健康管理について啓
発し、産後うつの早期発見
や必要時関係機関との連
携を図る。また、父親の母
体への理解、子育ての参加
促進を促す。

充実 市民 健康課

・妊娠届時の「ゆりかごむさしの面接」か
ら産後の乳幼児健診等の母子保健事
業、専門職による個別支援など継続的
な支援について、引き続き感染予防対
策（消毒、定員減など）を講じて実施す
る。
・産後ケア事業について更なる拡充を
検討する。

・妊娠届時の「ゆりかごむさしの面接」から産後の乳
幼児健診等の母子保健事業、専門職による個別支
援など継続的な支援について実施した。（妊娠届出
1,191件、面接1,161件、面接率97.5％※暫定値）
・産後ケア事業について、新規に市内で２施設が事
業を開始、申請の要件緩和やWeb申請の環境を整
備するなど拡充を図った。
・こうのとり学級で、平日クラスと土曜日クラスにおい
て初妊婦とパートナーに対し妊娠中、産後の生活、
乳児の育児について講義や実習を行った。

A

90
健康をおびやかす
様々な問題につい
ての啓発活動

エイズ、性感染症、薬物乱
用などの防止について、他
関連機関と連携し、情報共
有・提供を行う。

継続 市民 健康課
令和４年度に引き続き、啓発品や関係
資料の配布・掲示を通して、市民に対し
て情報提供を行う。

令和４年度に引き続き、啓発品や関係資料の配布・
掲示を通して、市民に対して情報提供を行った。

A

91
骨粗しょう症予防
事業の実施

骨粗しょう症予防教室を実
施し、健康の保持増進を図
る。

継続 市民 健康課

令和４年度に引き続き、骨粗しょう症検
診および健康講座（骨粗しょう症）につ
いて、申し込み開始に合わせて勧奨通
知を送付する。

令和４年度に引き続き、骨粗しょう症検診および健康
講座（骨粗しょう症）について、申し込み開始に合わ
せて勧奨通知を送付した。

A

92

リプロダクティブ・
ヘルス／ライツに
関する情報提供や
啓発

男女平等推進センター等
で、リプロダクティブ・ヘルス
／ライツに関する情報提供
や啓発を行う。

継続 市民
男女平等推進
センター

リプロダクティブ・ヘルス／ライツの情報
提供や啓発を行う。

男女共同参画フォーラムで講座「CHOICE自分で選
びとるための「性」の知識」(参加29人)を開催し、啓発
を行った。

A

93

発達の段階を踏ま
えた性に関する指
導の実施（事業９
再掲）

子どもたちの発達の段階を
踏まえて、学習指導要領に
示された性に関する指導を
行う。

継続 市民 指導課

小学校での保健、中学校での保健分野
などの学習とも関連させて、人権教育
の視点に立った性に関する適正な指導
を行うよう、周知・徹底する。

小学校では、体の発育・発達や思春期の体の変化に
ついて指導し、発育の違いなど肯定的に受け止める
ことの大切さに触れた。中学校では、教科書を活用
し、生殖に関わる機能の成熟について指導した。
また、子どもが性犯罪や性暴力の加害者、被害者、
傍観者にならないよう、「生命の安全教育」を各校の
実態に応じて取り組んだ。

B

（２）リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する啓発
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94
条例の理解に向け
た取組

条例ガイドブック等を活用
することにより、条例の周
知・理解を図る。

新規 市民
男女平等推進
センター

市立小学・中学校の児童・生徒に配布
することにより、条例の理解促進を図
る。

条例改正を反映した新たなガイドブックを、市立小中
学校の養護教諭の研修時に配布して活用する等、
条例の理解促進を図った。

A

95
むさしの男女平等
推進市民協議会な
ど市民活動の支援

むさしの男女平等推進市民
協議会をはじめ男女平等推
進登録団体等に対し、補
助・事業委託・情報提供等
を通じて、活動の支援や連
携の促進を図り、男女平等
推進への理解を深め、良き
パートナーとしての関係を
築く。

継続
事業者

等
男女平等推進
センター

男女平等推進センター企画運営委員会
での協働を進めるとともに、男女平等推
進登録団体に対し、補助金交付等、活
動の支援や連携の促進を支援を行う。

男女平等推進登録団体へ、活動補助金を交付し、活
動支援を行った（計４団体）。

B

96
男女平等推進審
議会の運営

計画策定及び計画の進捗
状況の点検評価や課題解
決のため男女平等推進審
議会を設置運営する。

継続
事業者

等
男女平等推進
センター

男女平等推進審議会を設置し第四次男
女平等推進計画の実施状況の評価を
行う。また、第五次男女平等推進計画
の策定の審議を行う。

男女平等推進審議会を設置し、第五次男女平等推
進計画の策定について審議した。また、第四次男女
平等推進計画(令和４年度実績分)の実施状況の評
価を行った。

A

97
男女平等推進セン
ター企画運営委員
会の運営

地域から広く意見を求める
ため、市民や関係団体等か
ら構成される企画運営委員
会を設置し、協働・連携しな
がらセンター運営を行う。

新規
事業者

等
男女平等推進
センター

男女平等推進センター企画運営委員会
を設置し、協働・連携して男女共同参画
フォーラム等、第四次男女平等推進計
画に沿った事業を実施していく。

男女平等推進センター企画運営委員会を設置し、男
女共同参画フォーラム等の企画を検討し、実施した。

B

98
庁内推進会議の
運営

計画の掲げる事業の進行
管理を行い、男女平等推進
審議会の提言を参考に、新
たな課題解決に向け協議
する。

継続 市
男女平等推進
センター

庁内推進会議と同幹事会を開催し、第
四次男女平等推進計画の進行管理等
を行う。また、第五次男女平等推進計
画の策定について協議を行う。

庁内推進会議と同幹事会を開催し、第四次男女平
等推進計画の進行管理を行った。また、第五次男女
平等推進計画の策定について協議した。

B

99
事業の進捗状況
調査及び市民へ
の公開

市は進捗状況調査報告書
を作成し、公表するととも
に、男女平等推進審議会で
報告する。

継続 市民
男女平等推進
センター

第四次男女平等推進計画推進状況調
査報告書を作成し、公表するとともに、
男女平等推進審議会で報告する。

第四次男女平等推進計画の推進状況調査を実施
し、男女平等推進審議会及び庁内推進会議に報告
するとともに、市HP等で公表した。

B

基本目標Ⅳ　男女平等推進の体制づくりに取り組むまち （新規：２/継続：９/充実：１/見直し：１）
基本施策１　計画推進体制の整備・強化

（１） 「武蔵野市男女平等の推進に関する条例」の定着の推進

（2） 市民参加による男女平等の推進

（３） 庁内推進体制の整備
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人事課

・男女平等推進センターと共管で全庁
向けの研修を実施する。
・引き続き、職層別のハラスメント防止
研修を実施する。

・男女平等推進センターと共管で「男女平等研修」
（羽生祥子氏講演）を実施した。
テーマ：「ひとりひとりの選択が尊重される社会と女
性のエンパワーメント～ジェンダー平等と女性活躍
推進について～」
・主任・主事級を対象としたハラスメント防止研修を
実施した

A

男女平等推進
センター

職員研修を実施し、理解促進を図る。

職員を対象に「ひとりひとりの選択が尊重される社会
と女性のエンパワーメント」をテーマとした「男女平等
推進研修」を開催しダイバーシティ＆インクルージョ
ンの必要性について理解促進を図った（参加者43
人)。
また、性の多様性理解のための職員ガイドブック等
を参加者に周知した。

A

101
男女平等推進セン
ター「ヒューマンあ
い」の機能充実

男女平等推進センター
「ヒューマンあい」におい
て、相談機能や配偶者暴力
相談支援センター機能を担
うなど男女平等の推進拠点
として機能充実を図る。

見直
し

市
男女平等推進
センター

女性総合相談・女性法律相談・むさしの
にじいろ電話相談（性自認・性的指向に
関する相談）を実施し、相談機能の充実
を図る。

女性総合相談事業・女性法律相談、むさしのにじい
ろ電話相談(性的指向・性自認に関する相談)を実施
した。

A

102
各種講座等の実
施

男女平等推進に関する課
題解決に向けた各種講座
を、市民団体や関係機関と
の連携を図りながら実施す
る。

継続 市民
男女平等推進
センター

各種講座等を、市民団体等との連携を
図り、実施する。

市民団体等と連携を図り、講座等を実施した(10企
画、参加者延311人、託児延８人)。

B

103
講座修了者のフォ
ローアップ支援

男女平等推進センター
「ヒューマンあい」講座の参
加者に、関連図書を紹介す
る、団体活動の情報提供を
行うなど、フォローアップを
図る。

継続 市民
男女平等推進
センター

講座修了者の意向に配慮して、関連図
書情報や講座案内等を行う。

講座参加者に、講座、相談事業、図書情報等の情報
提供を行った。

A

104

男女平等推進情
報誌「まなこ」の発
行と周知（事業５
再掲）

男女平等の推進を図るた
め、男女平等推進情報誌
「まなこ」を発行するほか、
市報でとりあげるなど広く周
知を図ることにより、認知度
を向上させる。

継続 市民
男女平等推進
センター

第四次男女平等推進計画の課題に
沿ったテーマを取り上げ、「まなこ」を発
行する。また、市報等に掲載を行い、
「まなこ」の認知度を上げる。

117号「アンコンシャス・バイアスって？」、118号「学び
続ける」、119号「メディアリテラシーとジェンダー」を
特集し発行した。発行ごとに市報や市ホームページ
等で広報するとともに、各種パネル展示で「まなこ」を
配架し、認知度を上げる取り組みを行った。

B

（４）男女平等推進センター「ヒューマンあい」の充実（★）

（５）男女平等推進情報誌等の発行と周知

人材育成の推進

市職員が男女平等推進に
関する理解を深め、それぞ
れの業務について男女平
等の視点でも捉えられるよ
うに各種研修を行う。

継続 市100
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生涯学習ス
ポーツ課

武蔵野地域五大学等の協力を得て講
座等を開催する。

武蔵野地域五大学の協力を得て、自由大学講座２
講座、武蔵野市寄付講座５講座、武蔵野地域五大学
共同講演会６講演会などを実施した。該当する講座
としては、地域自由大学正規科目、成蹊大学におい
て、「メディア・リテラシー論」「学際特殊講義（SNSと
情報リテラシー)」を実施。

A

指導課

一人1台の学習者用コンピュータの活用
にあたり、教職員のリテラシーの向上を
図る。児童・生徒が自律的・創造的に学
習者用コンピュータを利活用するための
デジタル・シティズンシップ教育を保護
者と連携しながら推進する。

３年間の試行事業である学習者用コンピュータ活用
事業の取組等を踏まえ、「武蔵野市学習者用コン
ピュータ活用指針」を作成した。その際、道徳授業地
区公開講座やセーフティ教室などの機会に、家庭・
地域の方も招いて学習者用コンピュータをよりよく使
うにはどうしたらよいか考えさせる取組などを進め
た。

B

男女平等推進
センター

メディア・リテラシー意識啓発に関する
情報発信（講座の開催・情報誌発行・
SNSの活用等）を行い理解促進を図る。

まなこ119号で「メディアリテラシーとジェンダー」を特
集し発行した。

A

秘書広報課
秘書広報課が発行する刊行物につい
て、適切な表現となるよう努める。

主に市報・季刊誌作成において、各課等の原稿が適
切な表現となっているか確認の上、必要に応じて修
正し、発行するよう努めた。
庁内研修会でも「男女平等の視点に立った市刊行物
等の表現の手引き」を使用し、各課の原稿作成にお
ける留意点を周知した。

A

男女平等推進
センター

作成した「男女平等の視点に立った市
刊行物等の表現の手引き」の周知し、
市が発行する刊行物等について適切な
表現をするよう働きかける。

庁内研修会等で「男女平等の視点に立った市刊行
物等の表現の手引き」を使用し、各課の原稿作成に
おける留意点を周知した。

A

市

基本施策２　男女平等の視点に立った表現の浸透
（１）メディア・リテラシーの向上

105
メディア・リテラ
シーを高める学習
や講座の開催

地域の大学等の協力を得
て講座等を開催するほか、
公立学校においては、情報
モラル教育の一層の充実を
図る。

継続 市民

106
行政刊行物の表
現の見直し

市が発行する刊行物等に
ついて、「手引き」などを作
成し、人権尊重、男女平等
の視点から適切な表現をす
るよう努める。

充実
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